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税の
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Q．Q．
　リーマンショックの余波により父甲の経営するＸ株式会社（資本金1,000万円　甲が全株式所有の非上場会社）
が赤字続きだった９年前、父に代わり私Ｂが代表取締役となり、会社の経営建て直しを託されました。その際、相
続時精算課税制度を利用すれば少ない税負担で事業承継できると考え、父は持ち株全部を私に生前贈与しました。
当時のＸ社株式全部の評価額は2,500万円、特別控除2,500万円を差し引きすると税額０となりますので、この内
容で贈与税の申告を済ませました。その後、私は一心不乱にＸ社再建に取り組み、業績をＶ字回復させ、今では
安定的な黒字会社へ転換させることができました。Ｘ社株式の評価額も7,500万円と３倍に評価されるようにな
りました。
　このように会社再建に成功した中、それを見届けるように本年４月、父甲が亡くなりました。母乙はすでに他
界しており、相続人は私Ｂと家業を継がなかった兄Ａの二人です。父は老後生活資金のため自宅を処分したの
で、遺産は預貯金の2,500万円ほどです。遺言書はありません。
　遺産分割協議では、私にはＸ社株がありますので、遺産はすべて兄Aが相続すれば良いと考えていました。と
ころが、兄Ａから『おまえが生前贈与されたＸ社株は特別受益だから、それを持ち戻した遺産の1/2を相続した
い。』と言われました。いったいどういうことなのでしょうか？

　被相続人から遺贈を受け、または、生計の資本等として贈与を受けた者が共同相続人の中にいる場合、この相続
人の相続分は、相続開始時の財産の価額にその遺贈または贈与された財産の価額（＝特別受益）を加算した（＝特
別受益の持ち戻し）ものを相続財産とみなし、その相続分から特別受益を控除したものが実際の相続分となる（民
法903条①）。しかも、持ち戻す時の価額は、贈与時の価額ではなく、相続開始時の価額となる。ちなみに「生計
の資本の贈与」とは、少額金銭等の贈与のことではなく、生計を成り立たせるのに役に立つ贈与をいうとされてい
るので、《設例》の株式の贈与は、まさに『特別受益』に該当する。
　各相続人の相続分を、《設例》に沿って具体的に計算してみると、

　① みなし相続財産　　　預貯金2,500万円　＋　X社株式7,500万円　＝　1億円
　② 相続人Ｂの相続分
　　１．上記①　×　法定相続分1/2　＝　5,000万円
　　２．5,000万円　－　特別受益7,500万円　＝　△2,500万円　…→　0円
　　　＊特別受益が相続分を上回っているため、取得する財産はない（民法903条②）。
　　３．相続税法上の課税価格　　　2,500万円（相続時精算）－  Aへの支払額
　③ 相続人Ａの相続分
　　１．上記①　×　法定相続分1/2　＝　5,000万円
　　２．5,000万円　－　預貯金2,500万円　＝　2,500万円
　　　＊不足する2,500万円相当額を相続人Ｂに請求することになる。

　仮に、Ｘ社株式準共有ということで解決すると、相続人Ａは会社持分1/3（＝2,500万円／7,500万円）
を持つことになり、Ｘ社の経営に影響力をもつことになる。

　　３．相続税法上の課税価格　　　5,000万円（＝民法上の相続分と一致）

 前回は、民法上解決しても税法上厄介なことがおきる《設例》を紹介したが、今回は、税負担なしで解決したこ
とが原因となって、民法上将来厄介なことになる《設例》である。元々は被相続人の財産ではあるが、被相続人が
築いた価値ではなく、ある相続人の努力により築いた価値が相続を通して他の相続人にも恩恵がいくという、事業
承継独特のレアなケースではある。
 このようなケースでは、そもそも全株式を生前贈与した時点で、被相続人は『特別受益の持ち戻し免除』を願っ
ていたとも考えられる。が、やはり、生前に書面または遺言により『特別受益の持ち戻し免除の意思表示』をすべ
きであろう。その場合には、特別受益を受けた者の相続分について特別受益はないものとして扱われる。従って、
《設例》におけるＸ社株式は特別受益として遺産に持ち戻されることはないので、相続人Ａから相続人Ｂに対する
相続分の不足額請求もない。ただし、遺留分を侵害する場合には、この意思表示も効力は生じない（民法903条③）。
昨今の事業承継税制においては、経営承継円滑化法に（遺留分算定基礎からの）除外合意・固定合意の規定はある
が、生前贈与が相続財産の前渡しと評価されると特別受益に該当することになる。被相続人による『特別受益の持
ち戻し免除の意思表示』が必要となるであろう。

不動産の価格と評価額の差…活用次第。遺産分割協議における特別受益の持ち戻し。
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持ち戻し免除の意思表示が必要、ただし、遺留分を侵害したら…。A．A．
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消費税軽減税率制度説明会のご案内

　川崎南税務署では、事業者の方を対象に、消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催しています。

　消費税の軽減税率制度は、令和元年10月１日からの消費税率の10％への引上げと同時に実

施されます。

　軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば会議費や交際費

として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税

率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

開催日時

場　　所　川崎南税務署（川崎区榎町３－18　５階会議室）

≪軽減税率の対象となる飲食料品の範囲（イメージ）≫

軽減税率対象 軽減税率対象外

テイクアウト・宅配等

多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越しください。

酒類

一体資産
医薬品

医薬部外品等

外食

ケータリング等

有料老人ホーム等で
行う飲食料品の提供

（食品表示法に規定する食品）

飲　食　料　品

※駐車場の制限がありますので、会場へご来場の際はなるべく公共交通機関を
　ご利用ください。

15時40分～16時30分

令和 元年７月４日（木）
令和 元年７月18日（木）
令和 元年８月６日（火）
令和 元年９月10日（火）
令和 元年９月18日（水）
令和 元年９月19日（木）

【説明会に関するお問合せ先】
川崎南税務署　法人課税第１部門　電話044－222－7531
※ 自動音声に従い「２」番を選択後、内線415～416をダイヤルしてください。

【制度のご相談先】
　お電話による消費税の軽減税率制度の内容に関するご相談は、
「消費税軽減税率電話相談センター（0120-205-553、９：00～17：00、土日祝除く）」
へご連絡ください。
　なお、川崎南税務署（044-222-7531）へ発信後、自動音声に従い「３」番を選択していただいても同センター
につながります。


